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第1章 計画策定の趣旨 

第 1節 背景と趣旨 

 高齢化の急速な進展と生活習慣病が増加し、わが国の死亡原因の約６割を占
め、医療費に占める生活習慣病の割合も国民医療費の約３分の１であること等
から、生活習慣病対策が必要となっています。 
 不健康な生活習慣による生活習慣病の発症、重症化の過程で、メタボリック
シンドロームが大きく影響していることから、この該当者、及び予備軍者の減
少を目指し、平成20年度から特定健康診査・特定保健指導がスタートしました。 
 医療機関への受診の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来患者が
徐々に増加し、次に75歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上
昇しています。不適切な食生活や運動不足等の不健康な生活習慣がやがて糖尿
病、高血圧症、脂質異常、肥満症等の発症を招き、外来通院及び投薬が始まり、
生活習慣の改善がないままに、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症に至るとい
う過程をたどることになります。 
 このため、生活習慣の改善による糖尿病等の生活習慣病の予防対策を進め、
糖尿病等を予防することができれば、通院患者を減らすことができ、この結果、
市民の生活の質の維持及び向上を図りながら医療費の伸びの抑制を実現するこ
とが可能となります。 
 糖尿病等の生活習慣病の発症には、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）が関
与しており、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血
性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高くなります。このため、メタボリッ
クシンドロームの概念を踏まえ適度な運動やバランスのとれた食事の定着など
の生活習慣の改善を行うことにより、糖尿病等の発症リスクの低減を図ること
が可能となります。 
 倉吉市国民健康保険では、これまで「倉吉市国民健康保険特定健康診査等実
施計画」（平成20年度から平成24年度）に基づき、特定健康診査等事業に取
り組んできましたが、この度、新たに、平成25年度から平成29年度までの第
二期計画を策定しました。 
 本計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第18条（特定健康診査等基
本指針）に基づいて実施する特定健康診査等事業の基本的な方針を示すもので
す。 

第２節 特定健診・特定保健指導の基本的な考え方 

１ 基本理念 

生活習慣に起因する疾病として、がん、脳血管疾患、心臓病などがあげられ、
日本人の３大死因となっています。 
 近年、増加傾向にある肥満者の多くが糖尿病、高血圧、脂質異常血症等の危険
因子を複数併せ持ち、危険因子が重なるほど、心疾患や脳血管疾患を発症する危
険が増大することが明らかとなってきました。これは内臓脂肪型肥満を共通の要
因として、内臓脂肪を減少させることで、それらの発症リスクの低減が図られる
という考え方を基本としています。 
よって、倉吉市国保は、被保険者一人ひとりの生活の質の維持・向上を図るた

め、法第20条及び第24条に基づき、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候
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群）の該当者・予備群を的確に抽出する特定健診、及び、生活習慣病への移行を
予防する特定保健指導を実施することとし、誰もがいきいきと健やかに暮らせる
まちを目指すと共に、医療費削減につなげていきます。 
 また、特定健診の実施にあたっては、がん検診など健康増進法に基づく健康増
進事業や、介護保険法による生活機能評価についても、効率的に受診できるよう、
健診手法の工夫に努めます。 
 さらに、特定保健指導の実施にあたっては、健診結果を的確な分析や、対象者
の抽出及び必要度に応じた保健指導が適切に行われるよう、保健師等の必要な人
材の確保や実施者の指導技術の向上に努めていきます。 

２ 特定健康診査 

 特定健診は、生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタ
ボリックシンドロームに着目し、その該当者及び予備群を減少させるための特
定保健指導を必要とする者を的確に抽出するために行います。 
 なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあ
った情報提供が、結果の通知と同時に行われます。 

３ 特定保健指導 

 特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣
を改善するための保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣におけ
る課題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに、健康的な生活を維持す
ることができるようになることを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予防するこ
とを目的とし、特定健診の結果に基づき、特定保健指導の対象者を選定し階層
化することにより、特定保健指導を必要とする者の状態に見合った支援を行い
ます。 
 

第３節 計画の性格 

本計画は、法第19条に基づき、倉吉市国保が策定する計画であり、厚生労
働大臣の定める特定健康診査等基本方針に即したものです。 
また、策定にあたり、「第二期鳥取県医療費適正化計画」と十分な整合性を

図るものとします。 

第４節 計画の期間 

 計画の期間は、５年を一期として、第２期は平成25年度から平成29年度ま
でとし、５年ごとに見直しを行います。 
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第２章 数値から見る現状と課題 

第１節 特定健康診査等の受診状況 

１ 特定健診等の対象者の状況 
 平成２４年３月３１日現在で、倉吉市の人口は５０，２２４人、国民健康保険
の被保険者は１３，８４３人です。 
 特定健診等の対象となる４０才から７４才の被保険者は、１０，０７５人で、
国民健康保険の被保険者全体の約７３％となっています。 

 
２ 特定健康診査等の現状 

平成２０年度から実施した健診の国民健康保険被保険者の受診状況は、以下の
とおりです。 
 特定健診の受診率は当初の目標に比べ遠く及ばないものとなっており、また、
地区によってのばらつきがあります。 
 
 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

特定健康診査対

象者数 
9,351人 9,309人 9,137人 9,410人

特定健康診査受

診者数 
1,377人 1,697人 1,714人 1,680人

健診受診率 14.7％ 18.2％ 18.8％ 17.9％

特定保健指導（積

極的支援）の対象

者数 

48人 62人 55人 65人

特定保健指導（積

極的支援）の終了

者数 

7人 10人 6人 11人

特定保健指導（動

機付け支援）の対

象者数 

118人 157人 161人 148人

特定保健指導（動

機付け支援）の終

了者数 

20人 37人 38人 44人

特定保健指導の

対象者数 
166人 219人 216人 213人

特定保健指導の

終了者数 
27人 47人 44人 55人

特定保健指導の

終了者の割合 
16.3％ 21.5％ 20.4％ 25.8％
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第２節 医療費と疾病分類別の受療状況 

１ 医療費の状況 
 本市の平成２３年度国民健康保険の医療費総額（老人医療を除く。）は、約
４５億２５００万円であり、年々増加傾向にあります。 
 

項目 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

医療給付 

費用額 
4,226,680 千円 4,430,485 千円 4,440,268 千円 4,524,749 千円

１人あたりの

医療費 
287,119 円 300,148 円 308,480 円 321,520 円

 
２ 疾病分類別の受療状況 

 平成２０年度から平成２３年度の５月診療分レセプトから、疾病分類別の受
療状況は別表のとおりです。 
各年度とも生活習慣病が起因となる「循環器系の疾患」、「新生物」が多く

の割合を占めていることが分かります。 
 また、平成２３年５月の状況を県内４市で比較すると以下のとおりであり、
受診率の低さが医療費全体に占める生活習慣病の割合の多さを示しているの
かもしれません。未受診者への勧奨はがき等で受診率の向上を目指してきまし
たが、今後も中部医師会との連携強化を図り、受診率の向上と医療費の削減へ
とつなげていきたい。 
 
 

 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 
平成２３年度
特定健診受診
率 

23.8% 29.7% 17.9% 20.0%

国民健康保険
１人あたりの
費用額(A) 

20,679円 22,575円 20,387円 26,479円

うち循環器系

の疾患(B) 
3,393円 3,844円 3,685円 4,240円

割合  

(B)/(A) 
16.4% 17.0% 18.1% 

16.0%
うち新生物(C) 2,609円 2,975円 3,003円 2,798円

割合  

(C)/(A) 
12.6% 13.2% 14.7% 10.6%

（参考）後期高

齢者医療の１

人あたりの費

用額 

59,118円 63,254円 59,990円 69,999円
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第３章 特定健診等の実施とその成果に係る目標に関する基本的事項 

第１節 特定健診等の実施に係る目標 

 国が示す特定健康診査等基本指針においては、平成２９年度における市町村国保
の特定健診等実施率目標は「特定健診実施率７０％」、「特定保健指導実施率４５％」、
「メタボリックシンドローム該当者及び予備群の平成２９年度での減少率２５％
（対平成２０年度比）」を目標とされており、平成２５年度から平成２９年度まで、
各年度の実施率は平成２４年度の実績見込等を勘案し平成２５年度の目標を定め５
年間で国が示す実施率目標を達成できるよう、段階的に実施率を引き上げていくこ
ととします。 

 特定健診等実施率目標の設定に当たっては、基本健診等の受診状況、特定健診等
のサービス提供体制構築の見込等を考慮しながら、当初の目標事業量はあまり高く
設定しすぎず、現実的な数値として、段階的に引き上げるという考え方を基本に目
標とする受診率や事業量を設定します。 

 
 
 
 
 
 ○各年度の目標値（第２期）                   （単位：％） 

項 目 
平成 

25年度 
平成 

26年度 
平成 

27年度 
平成 

28年度 
平成 

29年度 

特定健康診査の 
受診率 

３０ ４０ ５０ ６０ ７０ 

特定保健指導の 
実施率 

３２ ３５ ３９ ４２ ４５ 

メタボリック 
シンドローム 
の該当者及び 
予備群の減少率 

    
   ※ 

２５ 

                         ※平成20年度比 
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第２節 特定健診等の対象者数に関する事項 

平成２９年度までの各年度の対象者数（推計） 

 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

対象被保険者数見込み 9,201人 9,094人 8,987人 8,882人 8,778人

特定健康 

診査 

受診率（目標値） 30% 40% 50% 60% 70%

受診者数見込 2,760人 3,638人 4,494人 5,329人 6,145人

特定保健 

指導 

階層別 

人数見込 

動機付け 

支援 
248人 327人 404人 478人 553人

積極的 

支援 
110人 146人 180人 213人 246人

合計 358人 473人 584人 691人 799人

実施率（目標値） 32% 35% 39% 42% 45%

実施者数 

見込 

動機付け 

支援 
79人 114人 158人 201人 249人

積極的 

支援 
35人 51人 70人 89人 111人

合計 114人 165人 228人 290人 360人

メタボリックシンドローム 

の該当者・予備軍の減少率 
 25%
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第３節 特定健診等の実施方法に関する事項 

１ 基本事項について 

（１）特定健診 

  ①実施形態 

項  目 内 容 

実施体制 倉吉市国保が特定健診の外部委託基準に基づき、鳥取県保健事業

団や鳥取県中部医師会等の特定健診機関へ委託して実施します。 

実施場所 集団健診は地区公民館など市内の公共施設等を、個別健診は各健

診（医療）機関を予定しています。 

実施時期（期間） ６月～１２月を基本に前年度の実績等を勘案して決定します。 

 

  ②自己負担額 

   自己負担を求めるものとし、その額は別に定めます。 
 

  ③実施項目 

健診項目は、法定の実施項目を実施します。 
具体的な実施項目は、次のとおりです。 
項目 内容 

基本的な健診項目 ○質問項目(服薬の有無、既往歴、喫煙歴、生活習慣など) 
○身体計測(身長、体重、BMI、腹囲) 
○理学的検査(身体診察) 
○血圧測定 
○血液化学検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステ

ロール) 
○肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、 
γ－GT(γ－GTP)) 

○血糖検査(HbA１ｃ検査、空腹時血糖) 
 （原則ＨｂＡ１ｃ検査とする） 
○尿検査(尿糖、尿蛋白) 

詳細な健診の項目 

（医師が必要とした場

合） 

○心電図検査 
○眼底検査 
○貧血検査 

追加項目 ○貧血検査（個別健診のみ） 
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○尿酸 

○クレアチニン 

 

 

（２）特定保健指導 

 ①実施形態 

項目 内容 

実施体制 

倉吉市が直接行うとともに、特定保健指導の外部委託基準に

基づき、鳥取県保健事業団や鳥取県中部医師会等の特定保健

指導機関へ委託して実施します。 

実施場所 
倉吉市保健センター、特定保健指導機関、対象者の自宅等で

実施します。 

実施時期（期間） 
９月からの実施を基本とし、前年度の実績等を勘案して決定

します。 

 

 ②実施内容 

項目 内容 

 動機付け支援の 

実施方法 

対象者が自らの健康状態、生活習慣の改善すべき点等を

自覚し、自ら目標を設定し行動に移すことができるよう、

原則１回の面接による支援及び実績評価を行います。 

 

○支援形態 

＜初回面接＞ 

・１人当たり２０分以上の個別支援又は１グループ（８人

以下）当たり８０分以上のグループ支援を行います。 

＜評価＞ 

・面接又は通信（電話、メール、FAX等）にて行います。 

⇒６か月後の評価は、設定した個人の行動目標が達成され

ているか身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて

行います。 

積極的支援の 

実施方法 

対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に向

けた自主的な取り組みを継続的に行うことができるよう、

医師、保健師又は管理栄養士等の面接・指導のもとに行動

計画を策定し、対象者が行動を継続できるよう３ヵ月以上

の継続的な支援を行い、また実績評価を行います。 

 

○支援形態 
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＜初回面接＞ 

・１人当たり２０分以上の個別支援又は１グループ（８人

以下）当たり８０分以上のグループ支援を行います。 

＜３か月以上の継続的な支援＞ 

・面接または通信（電話、メール、FAX等）により実施し

ます。 

⇒支援A（積極的関与タイプ：生活習慣の振り返り、行動

計画の実施状況を踏まえ、対象者の必要性に応じた支援）

と支援B（励ましタイプ：行動計画の実施状況の確認やそ

の取組を維持するために賞賛・奨励を行う）を組み合わせ

て実施します。 

＜評価＞ 

・面接又は通信（電話、メール、FAX等）にて行います。 

・必要に応じて中間評価を行います。 

・最終評価は６ヶ月後に、設定した個人の行動目標が達成

されているか身体状況や生活習慣に変化が見られたかにつ

いて行います。 

 

 

  ③実施予定日に利用がなかった人への対応と継続への支援 

 利用日に欠席された人に対しては、各担当者より電話・メール等の方法で継
続的な支援を行い、利用継続に努めます。 
 

２ 特定保健指導対象者の選出の方法 

（１）階層化について 

動機付け支援と積極的支援の対象者を選定（階層化）する基準については、
次のようになります。 

腹囲 
リスク要因 

喫煙歴 
特定保健指導レベル 

①血糖②脂質③血圧 ４０～６４歳 ６５～７４歳 

男性≧８５ｃｍ ２つ以上該当  
積極的支援 

 

女性≧９０ｃｍ １つ該当 
あり 動機付け支援

なし  

男性＜８５ｃｍ ３つ該当  
積極的支援 

 

女性＜９０ｃｍ 
かつ 

２つ該当 
あり 動機付け支援

なし 
 

ＢＭＩ≧２５ １つ該当  

①血糖：空腹時血糖100mg/dl以上又はヘモグロビンA1c5.2％以上  

②脂質：中性脂肪150mg/dl以上又はＨＤＬコレステロール40mg/dl未満  

③血圧：収縮期（最高）130mmHg以上又は拡張期（最低）85mmHg以上  

ＢＭＩ（体格指数）：体重（kg）÷（身長（ｍ）×身長（ｍ）） 
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（２）特定保健指導対象者の優先順位 

階層化の基準に基づき、対象者を設定し、原則としてすべての対象者に実施
することとします。ただし、該当する人が多数にのぼる場合は、予防効果が期
待できる層を優先して実施することとし、以下の状態に該当する対象者の絞込
みを行い、総合的な判断のもと優先順位を決定します。 
 
○質問項目の回答により、生活習慣改善の必要性が高い対象者 
○健診結果が前年度と比較して悪化し、保健指導レベルでより綿密な保健指導
が必要な対象者 

○前年度において、特定保健指導の対象者であったにもかかわらず、受けなか
った対象者 

○特定保健指導の効果が高いとされている年齢が比較的若い層 

 
 

３ 外部委託契約の契約形態、外部委託者の選定に当たっての考え方 

外部委託契約の基本的な契約形態は個別契約としますが、中部医師会等との
契約については集合契約とします。 

また、外部委託者の選定基準として、特定健康診査及び特定保健指導の実施
に関する基準（平成19年厚生労働省令第157号）に基づき厚生労働大臣が定
める外部委託に関する基準を満たしている機関を選定します。 

 

 

４ 周知や案内の方法 

（１）特定健診について 

 受診券は、健診開始月の初日に届くよう発送します。受診券の様式は別に定
めます。 

 
（２）特定保健指導について 
 

 特定保健指導対象者に対しては、健診受診月から２カ月を目途に、健診結果
とともに保健指導の実施についての案内を送付します。さらに、保健指導利用
希望者に対して利用券を送付します。利用券の様式は別に定めます。 
 

（３）その他 
 

 くらよし健康ガイド等の市広報、ホームページ、地区公民館の館報、ケーブ
ルＴＶ等の媒体を活用し制度周知や実施案内に努めます。 
 また、自治公民館や健康づくり推進員、食生活改善推進員連絡協議会などの
地区組織と連携し、制度周知や受診・利用勧奨に努めます。 
 

５ 事業者健診等の健診受診者のデータ収集方法 
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受診券送付時に事業主健診等の受診者は原則特定健康診査の受診の必要が
ないことを通知し、特定保健指導の対象者か否かの判定のため、結果の連絡を
依頼することとします。 
 

第４節 個人情報の保護に関する事項 

○医療分野における個人情報の取扱いについては、その性質や利用方法等から、
特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある分野とされています。 
 特定健診等の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年
法律第５７号）及び同法に基づくガイドライン（「医療・介護関係事業者にお
ける個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」、「健康保険組合等にお
ける個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等）等に関する役員・職
員の義務や、市個人情報保護条例等に基づき、健診データ等を適正に管理し、
個人情報の漏洩防止に細心の注意を払います。 
 
○特定健診等の記録の保存義務期間は、記録の作成の日から５年間又は被保険
者が他の保険者の被保険者となった日の属する年度の翌年度の末日までとし
ます。 
 

○倉吉市国保と健診・保健指導機関との間に立ち、実施における費用の決済や、
健診機関等から送付された健診・保健指導結果データの管理に関する事務処理
等を行うための業務を、鳥取県国民健康保険団体連合会に委託します。 
 
○特定健診等の記録は鳥取県国民健康保険団体連合会が用意するデータ管理
システムのサーバ（ＤＢ）及び保健指導担当部局の専用端末の記録媒体に保存
し、厳重に管理します。 
 
○特定健診を外部に委託する際は、個人情報の厳重な管理や、目的外使用の禁
止等を契約書に定めるとともに、委託先の契約遵守状況を管理していきます。 
 
○特定保健指導の実施に当たっては、プライバシーの保護に努め、保健指導対
象者が安心して、日常の生活状況を話すことができるような環境を整えます。 
 
 

第５節 特定健康診査等実施計画の公表及び周知に関する事項 

 この計画は、市ホームページで公表・周知します。また、法第１９条第３項
に基づき、計画作成・変更時には遅滞無く公表するものとします。 
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第６節 特定健康診査等実施計画の評価及び見直しに関する事項 

１ 計画の評価 

（１）特定健康診査の受診率 

算定式 
当該年度中に実施した特定健診の受診者数（他者実施の健診
でそのデータを保管しているものも含む） 

   当該年度末における、40～74才の被保険者数 

 
（２）特定保健指導の実施率 

算定式 
当該年度の動機付け支援利用者数＋当該年度の積極的支援利
用者数 
当該年度の健診受診者のうち、階層化により動機付け支援の
対象とされた者の数＋積極的支援の対象とされた者の数 

 
 上記(１)、(２)の算定式を基本に、前年度の健診・保健指導の結果デー
タを集計し国への実績報告を生成する中で、それを評価に活用します。 

 
（３）メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率 

算定式 １－ 
当該年度の健診データにおける該当者及び予備群の数 

基準年度の健診データにおける該当者及び予備群の数 

 
 上記(３)の算定式を基本に、平成２５年度と平成２９年度実施分の健診デー
タの国への実績報告ファイルを比較し、それぞれの特定保健指導対象者数の割
合等を用いて５年間での減少率を算定し、本計画の目標値と比較し評価します。 

 
 

２ 計画の見直しに関する考え方 

 本計画は、厚生労働大臣の定める「特定健康診査等基本指針」や関連法令等
の変更があった場合のほか、被保険者数や特定健診等の実施状況、把握された
健康課題等を踏まえ、必要な場合はその内容について、随時見直しを行います。 
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第７節 その他 

○実施に関する年間スケジュール 

区分 特定健康診査 特定保健指導 その他 

４月 健診対象者の抽出   

５月 
健診広報、受診券の印刷・送

付 
  

６月 健診開始（集団・個別）   

７月 健診データの受取り   

８月  
結果送付、保健指導案内、利

用券の印刷・送付 
 

９月  保健指導開始  

１０月    

１１月    

１２月 健診終了   

１月    

２月   特定健診費用決済最終 

３月    

４月～５月    

６月以降   
実施率等、実施実績の算出、

支払基金への報告 

○その他特定健康診査等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と認める事項 

 被保険者の利便性を考慮して、倉吉市で実施するがん検診等を同時実施します。 

 特定健康診査等は、被保険者の健康づくりならびに医療費の抑制にとって特に重要性が高

いことから、特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の向上のために、市全体で様々な

対策を講じることとします。また、市の関係団体に対しても協力の呼びかけを行なうことと

します。 
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